
　
発
達
障
害
を
含
め
た
特
別
な
支
援

を
必
要
と
す
る
児
童
・
生
徒
の
社
会

的
自
立
や
社
会
参
加
を
促
す
た
め
に

は
、
児
童
・
生
徒
一
人
一
人
の
教
育

的
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、
身
に
付
け
た

能
力
を
高
め
る
と
と
も
に
、
生
活
や

学
習
上
の
困
難
を
改
善
し
、
克
服
す

る
た
め
の
適
切
な
指
導
や
支
援
を
進

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
ま
す
。

　
平
成
30
年
４
月
か
ら
は
、
﹁
あ
き

る
野
市
特
別
支
援
教
育
推
進
計
画

︵
第
２
次
計
画
︶
﹂
が
ス
タ
ー
ト
い

た
し
ま
す
。
就
学
前
、
就
学
時
の
つ

な
ぎ
、
義
務
教
育
後
の
支
援
な
ど
、

他
部
署
の
計
画
と
整
合
性
を
図
り
、

学
齢
期
の
特
別
支
援
教
育
の
み
で
は

補
い
き
れ
な
い
、
生
涯
に
わ
た
っ
た

支
援
体
系
も
含
め
た
取
組
を
進
め
て

ま
い
り
ま
す
。

　
特
別
支
援
教
室
に
つ
い
て
は
、
小

学
校
全
校
へ
の
設
置
が
完
了
い
た
し

ま
し
た
の
で
、
平
成
30
年
度
は
、
中

学
校
全
校
へ
の
設
置
を
目
指
し
、
準

備
を
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
学
校
施
設
等
の
整
備
に
つ
い
て

は
、
日
常
の
点
検
や
保
守
及
び
計
画

的
な
施
設
改
修
に
加
え
、
制
度
改
正

や
児
童
・
生
徒
数
に
応
じ
た
教
室
数

の
確
保
そ
し
て
震
災
対
応
な
ど
、
そ

の
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
の
主
な
事
業
と
し
て
、

一
の
谷
小
学
校
校
舎
非
構
造
部
材
耐

震
化
事
業
、
御
堂
中
学
校
校
舎
非
構

造
部
材
設
計
委
託
事
業
及
び
２
教
室

の
増
築
、
小
学
校
４
校
、
中
学
校
２

校
の
体
育
館
の
ト
イ
レ
洋
式
化
を
進

め
て
ま
い
り
ま
す
。

　
児
童
・
生
徒
が
安
全
に
安
心
し
て

通
学
す
る
た
め
に
は
、
学
校
で
行
わ

れ
る
安
全
指
導
に
加
え
、
学
校
、
家

庭
、
地
域
及
び
関
係
機
関
が
連
携
し

安
全
対
策
に
取
り
組
む
こ
と
が
必
要

で
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
警

察
官
Ｏ
Ｂ
の
ス
ク
ー
ル
ガ
ー
ド
リ
ー

ダ
ー
の
巡
回
、
交
通
安
全
推
進
員
の

配
置
、
学
校
安
全
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

活
動
、
さ
ら
に
、
地
域
の
方
々
に
も

ご
協
力
を
い
た
だ
き
な
が
ら
、
地
域

ぐ
る
み
の
学
校
の
安
全
対
策
に
努
め

て
ま
い
り
ま
す
。

　
あ
き
る
野
市
の
高
齢
化
率
は
、
平

成
30
年
１
月
１
日
現
在
29
・
04
　
で

あ
り
ま
す
。
高
齢
社
会
は
﹁
学
び
直

し
の
時
代
﹂
と
も
い
わ
れ
て
お
り
、

健
康
寿
命
を
延
ば
す
た
め
に
も
、
寿

大
学
な
ど
の
学
び
の
場
を
提
供
し
て

ま
い
り
ま
す
。

　
ま
た
、
あ
き
る
野
市
生
涯
学
習
推

進
計
画
﹁
あ
き
る
野
学
び
プ
ラ
ン

Ⅲ
﹂
に
基
づ
き
、
子
ど
も
か
ら
高
齢

者
ま
で
が
学
べ
る
環
境
づ
く
り
、
地

域
資
源
や
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し
た

学
習
、
つ
な
ぎ
・
支
え
あ
う
地
域
力

を
育
む
学
習
の
推
進
な
ど
に
取
り
組

ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　
市
民
の
学
び
と
交
流
の
拠
点
と
な

っ
て
い
る
図
書
館
に
お
い
て
は
、
平

成
29
年
度
に
策
定
し
た
﹁
第
三
次
あ

き
る
野
市
子
ど
も
読
書
活
動
推
進
計

画
﹂
に
基
づ
き
、
子
ど
も
読
書
活
動

を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
﹁
図
書
館

基
本
計
画
﹂
を
策
定
し
、
図
書
館
活

動
が
一
層
充
実
し
た
も
の
と
な
る
よ

う
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
平
成

30
年
は
明
治
１
５
０
年
の
節
目
の
年

で
あ
り
、
こ
の
機
会
を
捉
え
た
記
念

事
業
を
実
施
し
て
ま
い
り
ま
す
。

　
市
民
の
様
々
な
活
動
を
推
進
す
る

た
め
に
は
、
施
設
環
境
の
整
備
が
必

要
で
あ
り
ま
す
。
整
備
を
進
め
て
ま

い
り
ま
し
た
、
総
合
グ
ラ
ン
ド
の
テ

ニ
ス
コ
ー
ト
が
、
全
天
候
型
と
し
て

間
も
な
く
オ
ー
プ
ン
い
た
し
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
は
、
秋
川
キ
ラ
ラ
ホ

ー
ル
ト
イ
レ
の
洋
式
化
、
秋
川
体
育

館
弓
道
場
の
整
備
、
空
手
競
技
用
施

設
整
備
な
ど
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
す
。

　
次
世
代
を
担
う
青
少
年
の
健
全
育

成
は
、
社
会
全
体
の
責
務
で
あ
り
、

学
校
、
家
庭
、
地
域
に
加
え
、
社
会

を
構
成
す
る
組
織
や
個
人
が
そ
れ
ぞ

れ
の
役
割
と
責
任
を
理
解
し
、
相
互

に
協
力
し
、
連
携
を
図
り
な
が
ら
、

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

青
少
年
健
全
育
成
の
中
核
組
織
と
し

て
の
役
割
を
担
う
青
少
年
健
全
育
成

地
区
委
員
会
を
は
じ
め
、
各
種
団
体

や
関
係
機
関
の
活
動
を
支
援
す
る
と

と
も
に
、
子
ど
も
た
ち
が
郷
土
の
自

然
や
伝
統
文
化
に
触
れ
る
機
会
、
地

域
社
会
に
関
わ
る
機
会
、
異
年
齢
集

団
で
活
動
す
る
機
会
な
ど
を
提
供

し
、
地
域
の
一
員
と
し
て
の
自
覚
と

郷
土
を
愛
す
る
心
を
育
成
し
て
ま
い

り
ま
す
。

　
情
報
化
や
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
い
っ

た
社
会
的
変
化
が
加
速
度
的
に
進
展

し
、
人
工
知
能
が
様
々
な
場
面
で
物

事
を
処
理
す
る
な
ど
、
社
会
や
生
活

を
大
き
く
変
え
て
い
っ
て
お
り
、
人

間
の
予
測
を
超
え
て
﹁
流
行
﹂
が
進

ん
で
い
ま
す
。

　
一
方
で
、
ど
ん
な
に
世
の
中
が
変

わ
ろ
う
と
、
科
学
や
技
術
の
進
歩
・

革
新
が
あ
ろ
う
と
も
変
わ
ら
な
い

﹁
不
易
﹂
が
あ
り
ま
す
。
未
来
を
切

り
拓
い
て
い
く
た
め
の
生
き
る
力
、

こ
れ
を
育
む
の
が
﹁
不
易
﹂
た
る
教

育
で
あ
り
ま
す
。

　
平
成
30
年
度
、
﹁
不
易
流
行
﹂
を

胸
に
置
き
留
め
て
、
教
育
行
政
を
進

め
て
ま
い
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。

　
議
員
各
位
並
び
に
市
民
の
皆
様
の

ご
理
解
と
ご
協
力
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
申
し
上
げ
、
平
成
30
年
度
の

教
育
方
針
と
い
た
し
ま
す
。

　
国
民
年
金
は
、
老
後
や
も
し
も
の

と
き
に
大
き
な
支
え
と
な
り
ま
す
。

保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
続
く
と
、
老

後
に
年
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
ば
か
り
か
、
病
気
や
け
が

が
原
因
で
障
が
い
が
残
っ
た
と
き
に

受
け
取
れ
る
﹁
障
害
基
礎
年
金
﹂
や

死
亡
し
た
と
き
に
遺
族
が
受
け
取
れ

る
﹁
遺
族
基
礎
年
金
﹂
が
受
け
取
れ

な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
も
し
も
の

と
き
の
た
め
に
、
保
険
料
は
納
付
期

　
固
定
資
産
税
は
、
１
月
１
日
現

在
、
市
内
に
土
地
、
家
屋
、
事
業
用

償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
に
課

税
さ
れ
ま
す
。 

　
課
税
の
内
容
に
つ
い
て
、
他
の
固

定
資
産
と
比
較
で
き
る
土
地
・
家
屋

価
格
等
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と
課
税
の

内
容
を
確
認
で
き
る
固
定
資
産
課
税

台
帳
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。

▽
日
時
　
４
月
２
日
㈪
〜
５
月
31
日

　
㈭
　
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時

　
15
分
︵
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
を

　
除
く
︶

▽
場
所
　
課
税
課

▽
縦
覧
で
き
る
方
　
市
内
に
所
在
す

　
る
土
地
・
家
屋
の
固
定
資
産
税
の

　
納
税
者
と
家
族
な
ど
代
理
権
が
あ

　
る
方

▽
必
要
書
類
　
運
転
免
許
証
な
ど
本

　
人
確
認
が
で
き
る
も
の
︵
代
理
人

　
は
委
任
状
︶

▽
閲
覧
で
き
る
方
　
納
税
義
務
者
、

　
代
理
人
、
借
地
人
、
借
家
人
、
固

　
定
資
産
の
処
分
を
す
る
権
利
が
あ

　
る
一
定
の
方

▽
必
要
書
類
　
運
転
免
許
証
な
ど
本

　
人
確
認
が
で
き
る
も
の
︵
代
理
人

限
内
に
納
め
ま
し
ょ
う
。

※
保
険
料
は
翌
月
の
末
日
が
納
付
期

　
限
と
な
り
ま
す
。
納
付
期
限
か
ら

　
２
年
を
過
ぎ
る
と
時
効
に
よ
り
納

　
め
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

▽
納
付
窓
口
　
金
融
機
関
︵
郵
便
局

　
含
む
︶
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト

　
ア

▽
問
合
せ
　
青
梅
年
金
事
務
所
︵
☎

　
０
４
２
８
・
30
・
３
４
１
０
︶
、

　
保
険
年
金
課
年
金
係

　
は
委
任
状
︶

※
借
地
借
家
人
の
方
は
、
身
分
の
確

　
認
の
た
め
に
契
約
書
か
そ
の
写

　
し
、
地
代
や
家
賃
の
領
収
書
な
ど

　
固
定
資
産
税
︵
土
地
・
家
屋
︶
の

課
税
内
容
を
確
認
で
き
る
課
税
明
細

書
︵
非
課
税
物
件
と
免
税
点
未
満
を

除
く
︶
は
、
５
月
に
発
送
す
る
納
税

通
知
書
と
組
み
合
わ
せ
た
も
の
を
送

付
し
ま
す
。
こ
の
課
税
明
細
書
で
自

己
所
有
の
固
定
資
産
の
課
税
内
容
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
課
税
明
細
書

は
確
定
申
告
な
ど
に
も
利
用
で
き
ま

す
の
で
、
大
切
に
保
管
し
て
く
だ
さ

い
。

※
所
有
す
る
固
定
資
産
と
課
税
明
細

　
書
の
内
容
が
異
な
る
場
合
は
、
連

　
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
土
地
資
産
税
係

　
・
家
屋
資
産
税
係

　
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に
指
定

さ
れ
た
土
地
︵
宅
地
、
宅
地
並
課

税
︶
は
、
制
限
の
程
度
に
応
じ
て
、

固
定
資
産
税
や
都
市
計
画
税
の
評
価

を
補
正
す
る
も
の
で
す
。
詳
し
く

は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
課
税
課
土
地
資
産
税
係

　
４
月
は
就
職
や
離
職
な
ど
異
動
の

多
い
時
期
で
す
。
健
康
保
険
の
手
続

き
が
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
手
続
き
の
確
認
を
お
願
い
し

ま
す
。

　
国
民
健
康
保
険
の
加
入
・
脱
退
に

は
、
届
出
が
必
要
で
す
。
変
更
の
日

か
ら
14
日
以
内
に
届
出
て
く
だ
さ
い
。

　
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
と

き
、
被
扶
養
者
に
な
っ
た
と
き
の
届

出
は
郵
送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

　
あ
き
る
野
市
国
民
健
康
保
険
証

︵
原
本
︶
、
職
場
の
健
康
保
険
証

︵
写
︶
、
異
動
届
を
同
封
し
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。
異
動
届
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
か
、

保
険
年
金
課
へ
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

　
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
国
保
係

　
日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未
満

の
方
は
、
国
民
年
金
に
加
入
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
︵
厚
生
年
金
保
険

や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い
る
方
を

除
く
︶
。
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と

き
は
、
国
民
年
金
へ
の
加
入
手
続
き

が
必
要
で
す
。
ま
た
退
職
し
た
方
に

扶
養
さ
れ
て
い
た
配
偶
者
も
手
続
き

が
必
要
で
す
。
な
お
、
退
職
︵
失

業
︶
な
ど
に
よ
り
保
険
料
の
納
付
が

困
難
な
方
は
、
退
職
特
例
の
保
険
料

免
除
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
持
ち
物
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
が
分
か

　
る
も
の
、
は
ん
こ
、
年
金
手
帳
、

　
本
人
確
認
が
で
き
る
書
類
︵
運
転

　
免
許
証
な
ど
︶

※
保
険
料
免
除
の
手
続
き
に
は
、
雇

　
用
保
険
被
保
険
者
離
職
票
か
雇
用

　
保
険
受
給
資
格
者
証
、
公
務
員
の

　
方
は
退
職
辞
令
︵
い
ず
れ
も
コ
ピ

　
ー
可
︶

▽
申
請
・
問
合
せ
　
保
険
年
金
課
年

　
金
係
、
五
日
市
出
張
所
市
民
総
合

　
窓
口
係
︵
申
請
の
み
︶
、
青
梅
年

　
金
事
務
所
︵
☎
０
４
２
８
・
30
・

　
３
４
１
０
︶
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学
校
施
設
等
の
整
備
と

　
　
安
全
安
心
対
策
の
強
化

生
涯
学
習
活
動
と

　
　
　
　
ス
ポ
ー
ツ
の
推
進

青
少
年
の
健
全
育
成
の
推
進

国
民
年
金
保
険
料
の

　
　
　
　
　
　
納
め
忘
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

平
成
30
年
度
の

土
地
・
家
屋
価
格
等

　
　
　
縦
覧
帳
簿
の
縦
覧
と

固
定
資
産
課
税
台
帳
の
閲
覧

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

会
社
な
ど
を
退
職
し
た
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
国
民
年
金
の
手
続
き
を
お
忘
れ
な
く

２
面
の
つ
づ
き

固
定
資
産
税

　
　
　
課
税
明
細
書
の
発
送

土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
に

　
　
　
　
　
指
定
さ
れ
た
土
地

※マイナンバーは、世帯主と対象者のものが必要です。

国民健康保険の
　届出が必要な主な手続き

職場の健康保険に加入したと

き、被扶養者になったとき

職場の健康保険をやめたとき、

被扶養者から外れたとき

他の市町村に転出するとき、

市内転居するとき

国民健康保険証、職場の

健康保険証、はんこ、

マイナンバーが分かるもの

職場の健康保険資格喪失

証明書、はんこ、

マイナンバーが分かるもの、

本人確認ができる書類

（運転免許証など）

国民健康保険証、はんこ、

マイナンバーが分かるもの、

本人確認ができる書類

（運転免許証など）

持ち物（※）

パ
ー
セ
ン
ト

特
別
支
援
教
育
の
推
進


